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第61号

文教福祉常任委員会



　８月２日に働く女性の家（今津会場）・

安曇川公民館の２会場で議会報告会を開

催しました。今津会場で１９名、安曇川

会場で２６名の方々にご参加いただきま

した。

　議会報告会の第１部では、３月・６月

定例会で行われた条例等の審議経過や結

果報告、各常任委員長からの委員会報告

をお伝えし、第二部では、市民の方々と

の意見交換会を実施いたしました。

　環境、教育、観光など幅広い分野から

話題があがり、貴重なご意見をいただく

ことができました。

　

　皆様から頂いたご意見やご感想を参考

に、より良い議会運営を目指してまいり

ます。

議会報告会を開催しました

アンケート結果

回答率　71.1％　【回答 32 枚 / 配布数 45 枚】 

【住所】

地　区 計

マキノ町 ４

今 津 町 ６

新 旭 町 10

朽 木 ０

安曇川町 ９

高 島 １

市 外 ０

回答なし ２

計 32

【年齢】

計

2 0 歳未満 0

2 0 歳 代 0

3 0 歳 代 0

4 0 歳 代 2

5 0 歳 代 3

6 0 歳 代 18

7 0 歳 代 7

8 0 歳以上 2

回答なし 0

計 32

【本日の議会報告会はどうでしたか】

計

良かった 7

どちらかと言えば良かった 8

ふつう 5

どちらかと言えば良くなかった 3

良くなかった 4

回答なし 5

計 32

議会報告会

今津会場

安曇川会場
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◦月一とはいいませんが、市民と対話することをふやしてもらいたい。    

◦とても良い時間でした。今後も期待しております。    

◦議員さんの個人の考えも出せるように、意見交換できるようにしてほしい。時間も必要。  

◦二元代表制、対等の立場で、しっかりとしたチェック機能を。    

◦執行部からの問題提起については各個人が深く考えて行動してほしい。    

◦安曇川町に予定されている「メガソーラー」施設について議論する場を設けてほしい。（一時ストッ

プして）（こんなことができますか？）

◦参加者の意見か思いか質問かを判断して会を進行すべきである。    

◦意見交換の時間が個人の言いたい放題の場となって炎上し、この先どうなるのか心配になる。

◦今、目の前の問題に対処することも大切ですし、そして、さらにその先までのことを考えてほしい

と思います。たとえばメガソーラーが第２、第３と作られる可能性もあると思います。またその時

に同じことを繰り返すのではなく制限をかけられるような条例などを作ってほしい。メガだけでな

く小さなものでも増え続けるソーラーで壊される自然を守れるようにしてほしい。他の問題でも同

様に高島の土地、人を守るという目線でやってほしいです。    

◦地区をきめ細かく、回数も多くする必要がある。    

◦メガソーラーは絶対に作ってはダメだと思います。広く周知するために、何かイベントができれば

と思っています。高島の自然・歴史・文化をつないで、色んな人を巻き込んでいけるといいなと思

います。よろしくお願いします。    

◦時間が短い。    

◦議会報告会と意見交換会の区分をしっかり伝える必要がある。    

◦①時間がないので、資料を希望者に事前配布できないのか。②会派の政務活動が、広報に記載でき

ないか。③議長の活動状況が広報に記載できないか。    

◦少人数でのワークショップ形式のほうが断然話しやすいと思う。琵琶湖周航の歌 100 周年事業の

成果は？今津港周辺の整備（進路も含めて）は？    

◦市の主要な課題についての取り組み状況や経過等について詳細説明がほしい。

◦一人の意見が長すぎるため多くの人が意見する時間がない。発言時間を切って多くの人が話できる

ようにしてほしい。    

◦市民の命とくらしを守るため、原発に反対する議会であってください。    

◦まだ一般の参加者が少ない（25 名以下）参加者が増える方策をもっと積極的に行うべき（以前に

もこの点指摘しておいたが…）    

ご意見・ご要望など

議会報告会
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総　務
常任委員会

委員長 吹田　薫

委員会報告

否決
すべき

●
議
決
・
請
願
の
審
査

議
第
67
号
・
68
号　

訴
え
の
提
起
に

つ
き
議
決
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て

　

議
第
67
号
は
、
高
島
市
環
境
セ
ン

タ
ー
か
ら
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特

別
措
置
法
の
基
準
値
を
超
過
し
た
ば

い
じ
ん
処
理
物
が
大
阪
湾
に
繰
り
返

し
埋
め
立
て
ら
れ
て
い
た
事
件
に
関

し
、
原
因
者
で
あ
る
元
市
職
員
に
求

償
が
行
わ
れ
た
が
、
こ
れ
に
応
じ
な

い
た
め
、
訴
え
の
提
起
の
議
決
を
求

め
る
も
の
。

　

質
疑
の
中
で
、
委
員
か
ら
「
一
部

分
の
職
員
だ
け
に
求
償
し
て
い
て
不

公
平
で
は
な
い
か
」
と
の
発
言
に
対

し
、
執
行
部
か
ら
は
、
被
求
償
者
に

つ
い
て
は
、
残
さ
れ
た
文
書
等
を
見

極
め
た
上
で
の
判
断
で
あ
る
旨
の
回

答
が
あ
り
ま
し
た
。

　

討
論
で
は
、
法
律
の
専
門
家
の
判

断
を
仰
ぐ
べ
き
、
と
の
賛
成
討
論
と
、

被
求
償
者
の
選
び
方
や
求
償
額
の
根

拠
が
不
透
明
で
あ
る
、
と
の
反
対
討

論
が
あ
り
ま
し
た
。

　

採
決
の
結
果
、
賛
成
少
数
で
「
否
決

す
べ
き
も
の
」
と
決
定
し
ま
し
た
。

　

議
第
68
号
に
つ
い
て
は
、
賛
成
多
数

で
「
可
決
す
べ
き
も
の
」
と
決
定
し
ま

し
た
。

請
願
第
４
号　

大
飯
原

発
3
・
4
号
機
の
再
稼

働
以
前
に
30
㎞
圏
自
治

体
と
住
民
へ
の
納
得
で
き
る
説
明
を
求

め
る
請
願

◦
請
願
趣
旨

大
飯
原
発
の
再
稼
働
に
は
様
々
な
問

題
点
が
あ
り
、
立
地
自
治
体
だ
け
で

な
く
30
㎞
圏
自
治
体
の
住
民
も
同
様

に
感
じ
て
い
る
。

◦
請
願
項
目

１
、
事
前
説
明
会
の
開
催
を
国
お
よ

び
関
西
電
力
に
要
請
す
る
こ
と
。

２
、
30
㎞
圏
自
治
体
の
意
見
を
求
め

不採択と
すべき

本会議での討論

廣
部
真
造

　

本
当
に
求
償
す
べ
き
責
任
が
存
在
す

る
の
か
、
本
当
に
求
償
し
た
法
的
根
拠

が
適
切
で
あ
っ
た
の
か
、
本
当
に
責
任

を
問
う
べ
き
対
象
者
が
容
認
で
き
る
も

の
で
あ
っ
た
の
か
、
本
当
に
求
償
金
額

が
妥
当
で
あ
っ
た
の
か
。
高
度
な
法
的

判
断
を
仰
ぐ
べ
き
で
あ
る
。

森
脇　

徹

　

国
家
賠
償
法
で
提
訴
す
る
根
拠
は
乏

し
く
、
対
象
者
選
定
も
不
透
明
。
ガ
ス

化
溶
融
炉
の
設
備
と
管
理
に
原
因
が

あ
っ
た
。
訴
訟
に
至
る
論
拠
資
料
提
出

も
不
十
分
。
「
議
員
に
判
断
出
来
な
い

か
ら
裁
判
に
」
で
は
、
二
元
代
表
の
議

会
の
責
任
を
果
た
す
こ
と
に
な
ら
な
い
。

訴
え
の
提
起
に
つ
き
議
決
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
（
67
号
）

反
対

賛
成

本会議での討論

廣
部
真
造

　

本
当
に
損
害
賠
償
請
求
す
べ
き
責
任

が
存
在
す
る
の
か
、
本
当
に
損
害
賠
償

請
求
金
額
が
妥
当
な
も
の
で
あ
っ
た
の

か
、
損
害
賠
償
請
求
し
た
法
的
根
拠
が

適
切
な
も
の
で
あ
っ
た
の
か
。
よ
り
高

度
な
法
的
判
断
を
仰
ぐ
た
め
に
、
提
訴

す
る
べ
き
だ
。

福
井
節
子

　

環
境
セ
ン
タ
ー
の
修
繕
・
点
検
を
含

む
技
術
指
導
の
コ
ン
サ
ル
契
約
で
あ

り
、
管
理
・
運
営
に
指
導
責
任
を
有
し

た
も
の
で
は
な
い
。
ま
し
て
や
市
組
織

を
指
導
す
る
権
限
な
ど
与
え
ら
れ
て
い

な
い
。
よ
っ
て
「
原
因
を
作
出
し
た
」

と
の
提
訴
根
拠
は
あ
り
得
な
い
。

訴
え
の
提
起
に
つ
き
議
決
を
求
め
る
こ
と
に
つ
い
て
（
68
号
）

反
対

賛
成

本会議での討論

福
井
節
子

今
城
克
啓

是
永　

宙

　

「
議
員
は
住
民
の
暮
ら
し
を
守
る
責
任
が
あ
る
」

と
、
全
国
自
治
体
議
員
２
６
７
人
か
ら
請
願
。
委

員
会
審
査
で
も
、
福
井
の
原
発
群
に
隣
接
す
る
高

島
市
民
に
「
説
明
会
は
必
要
」
の
意
見
は
一
致
し

て
お
り
、
請
願
の
願
意
を
く
み
取
っ
て
賛
同
を
願

う
。

　

住
民
の
方
や
周
辺
自
治
体
へ
の
説
明
の
必
要
性

な
ど
、
内
容
に
つ
い
て
は
一
定
理
解
で
き
る
。
し

か
し
な
が
ら
、
文
面
に
つ
い
て
は
論
点
や
主
張
の

矛
盾
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
原
発
立
地
自
治
体
の
状

況
や
判
断
を
大
切
に
考
え
た
表
現
も
必
要
で
あ
る

と
考
え
る
。

　

大
飯
原
発
か
ら
30
キ
ロ
圏
内
に
は
６
０
０
名
以

上
の
住
民
が
居
住
し
て
い
る
。
こ
の
地
域
は
中
山

間
地
域
で
あ
り
、
大
雨
大
雪
の
時
に
は
避
難
路
確

保
が
困
難
で
あ
る
。
国
や
関
西
電
力
も
出
席
し
市

民
の
不
安
に
も
丁
寧
に
答
え
る
説
明
会
の
開
催
が

不
可
欠
で
あ
る
。

大
飯
原
発
３
・
４
号
機
の
再
稼
働
以
前
に
30

㎞
圏
自

治
体
と
住
民
へ
の
納
得
で
き
る
説
明
を
求
め
る
請
願

賛
成

賛
成

る
よ
う
国
・
県
お
よ
び
関
西
電
力
に
要
請
す
る

こ
と
。

３
、
司
法
判
断
が
出
る
ま
で
、
再
稼
働
へ
の
同
意

判
断
を
行
わ
な
い
よ
う
国
・
福
井
県
お
よ
び
大

飯
町
に
要
請
す
る
こ
と
。

　

採
決
の
結
果
、
賛
成
少
数
で
「
不
採
択
と
す
べ
き

も
の
」
と
決
定
し
ま
し
た
。

反
対
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●
議
第
82
号　

高
島
市
新
旭
風
車
村
公

園
の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関
す
る
条

例
を
廃
止
す
る
条
例
案

●
議
第
81
号　

高
島
市
針
畑
郷
山
村
都
市

交
流
館
の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
案

　

当
委
員
会
は
、
８
月
30
日
開
会
の
９

月
定
例
会
本
会
議
に
お
い
て
審
査
を
付

託
さ
れ
た
条
例
案
件
２
件
に
つ
い
て
、

９
月
19
日
、
委
員
６
名
全
員
出
席
の
も

と
、
そ
の
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

　

議
第
82
号
「
高
島
市
新
旭
風
車
村
公

園
の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例

を
廃
止
す
る
条
例
案
」
は
、
民
間
活
力

に
よ
る
事
業
展
開
を
図
る
に
あ
た
り
、

行
政
財
産
か
ら
普
通
財
産
へ
の
変
更
が

必
要
と
な
る
こ
と
か
ら
、
同
条
例
を
廃

止
す
る
も
の
で
す
。

　

委
員
か
ら
は
、
整
備
計
画
や
覚
書
の

内
容
が
、
「
市
民
福
祉
の
増
進
」
な
ど
、

現
行
の
新
旭
風
車
村
設
管
条
例
の
趣
旨

を
十
分
理
解
さ
れ
た
も
の
と
な
る
よ
う

配
慮
さ
れ
る
の
か
、
と
の
質
問
が
あ
り
、

執
行
部
か
ら
は
、
「
条
例
の
趣
旨
や
地

域
住
民
の
思
い
を
念
頭
に
誘
致
の
調
整

を
行
っ
て
お
り
、
一
定
の
ご
理
解
は
い

た
だ
い
て
い
ま
す
。
市
に
お
い
て
も
県

の
園
地
を
活
用
し
た
芝
生
広
場
等
を
新

た
に
整
備
す
る
ほ
か
、
市
民
の
皆
様
が

気
軽
に
ご
利
用
い
た
だ
け
る
、
良
い
施

設
が
で
き
た
と
喜
ん
で
い
た
だ
け
る
よ

う
な
施
設
と
な
る
よ
う
調
整
し
て
い
き

ま
す
。
」
と
の
回
答
が
あ
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
企
業
誘
致
に
よ
る
地
域
経
済

へ
の
波
及
効
果
や
地
元
事
業
者
と
の
連

携
等
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い

る
の
か
、
と
の
質
問
に
対
し
て
は
、「
施

設
整
備
に
か
か
る
地
域
経
済
へ
の
波
及

効
果
の
ほ
か
、
地
域
の
雇
用
創
出
や
地

元
産
材
の
活
用
、
さ
ら
に
相
乗
効
果
に

よ
る
市
内
全
体
の
宿
泊
客
の
増
加
な

ど
、
高
島
市
の
観
光
振
興
に
大
き
く
期

待
で
き
る
も
の
で
あ
り
、
こ
う
し
た
こ

と
を
盛
り
込
ん
だ
覚
書
を
締
結
し
た
い

と
考
え
て
い
ま
す
。
ま
た
、
企
業
様
に

は
観
光
協
会
等
の
地
元
組
織
に
ご
加
入

い
た
だ
き
、
連
携
し
な
が
ら
観
光
振
興

が
図
れ
る
よ
う
調
整
し
て
い
き
ま
す
。
」

と
の
回
答
が
あ
り
ま
し
た
。
慎
重
審
議

し
た
結
果
、
「
全
員
賛
成
」
で
、
原
案

の
と
お
り
「
可
決
す
べ
き
も
の
」
と
決

定
し
ま
し
た
。
こ
の
ほ
か
、
議
第
81
号

「
高
島
市
針
畑
郷
山
村
都
市
交
流
館
の

設
置
お
よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
案
」
に
つ
い
て
の

審
議
を
行
い
、
「
全
員
賛
成
」
で
、
原

案
の
と
お
り
「
可
決
す
べ
き
も
の
」
と

決
定
し
ま
し
た
。

産業建設
常任委員会

委員長 万木　豊

文教福祉
常任委員会

委員長 大槻ゆり子

可決
すべき

委員会報告

本会議での討論
　

市
民
の
憩
い
の
場
で
も
あ
る
公
有

財
産
を
、
公
募
も
せ
ず
特
定
企
業
に

長
期
間
貸
し
付
け
る
こ
と
は
、
公
平

性
・
透
明
性
に
欠
け
る
。
市
民
の
利

便
性
や
地
域
活
性
化
へ
の
担
保
な
ど

も
不
明
。
提
案
後
に
無
償
が
有
償
に

変
更
さ
れ
る
な
ど
、
計
画
性
に
も
欠

け
る
。

　

人
の
流
れ
を
作
り
、
自
主
運
営
で

き
る
施
設
へ
の
転
換
を
図
る
に
あ
た

り
、
こ
の
企
業
誘
致
は
、
地
域
雇
用

の
創
出
、
地
元
産
材
の
活
用
な
ど
地

域
経
済
へ
の
波
及
効
果
の
ほ
か
、
市

内
全
体
の
観
光
客
の
増
加
な
ど
、
市

の
観
光
振
興
に
大
き
く
期
待
で
き

る
。

福
井
節
子

河
越
安
実
治

高
島
市
新
旭
風
車
村
公
園
の
設
置
お
よ
び
管
理
に
関
す
る

条
例
を
廃
止
す
る
条
例
案

賛
成

●
議
第
80
号　

高
島
市
子
育
て
支
援
施
設
の
設
置

お
よ
び
管
理
に
関
す
る
条
例
案

　

高
島
市
新
旭
里
山
交
流
館
「
も
り
っ
こ
」
を
、

学
童
保
育
の
拠
点
と
し
て
使
用
す
る
た
め
、
新
た

に
条
例
を
制
定
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

　

審
査
で
は
、
新
旭
地
域
の
学
童
保
育
の
希
望
者

が
年
々
増
加
し
て
い
た
が
、
適
切
な
施
設
規
模
を

有
す
る
公
共
施
設
・
民
間
施
設
が
確
保
で
き
な
い

と
い
う
課
題
が
あ
っ
た
こ
と
、
そ
し
て
、
平
成
26

年
度
か
ら
、
施
設
利
用
が
な
い
日
に
限
り
、
暫
定

的
に
学
童
保
育
を
実
施
し
て
い
た
こ
と
を
、
施
設

の
利
用
状
況
と
併
せ
説
明
を
受
け
、
森
林
体
験
・

活
動
の
拠
点
は
、
森
林
公
園
「
く
つ
き
の
森
」
に

集
約
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
「
も
り
っ
こ
」
の
敷

地
内
に
あ
る
協
定
林
は
、
引
き
続
き
、
活
動
の
場

と
し
て
事
業
を
行
う
こ
と
、
ま
た
、
施
設
の
指
定

管
理
は
10
月
か
ら
廃
止
し
、
直
接
、
市
が
管
理
す

る
予
定
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
た
と
こ
ろ
で
す
。

　

採
決
の
結
果
、
全
員
賛
成
で
「
可
決
す
べ
き
も

の
」
と
決
定
し
ま
し
た
。

可決
すべき

反
対
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予　算
常任委員会

委員長 秋永安次

委員会報告

本会議での討論

賛
成

河
越
安
実
治

　

民
間
委
託
に
よ
る
ご
み
処
理
業
務

に
向
け
た
施
設
整
備
費
用
、
新
旭
風

車
村
の
解
体
や
造
成
等
の
た
め
の
整

備
費
用
、
今
津
総
合
運
動
公
園
の
拡

張
整
備
に
か
か
る
費
用
な
ど
、
市
の

将
来
に
向
け
た
取
り
組
み
で
あ
り
早

期
に
実
施
す
る
こ
と
が
不
可
欠
で
あ

る
。

森
脇　

徹

　

元
職
員
へ
の
求
償
訴
訟
委
託
費
２

３
８
万
円
が
計
上
さ
れ
て
い
る
。
ま

た
、
２
億
８
千
万
円
の
風
車
村
整
備

費
は
、
特
定
業
者
に
20
年
間
有
償
借

地
権
を
設
定
す
る
計
画
だ
が
、
内
容

も
額
も
不
確
定
で
、
特
定
企
業
決
定

経
過
も
不
透
明
。

平
成
29
年
度
高
島
市
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
３
号
）
案

主
な
事
業

◦
環
境
セ
ン
タ
ー
管
理
運
営
事
業

…

７
０
８
７
万
円

　

平
成
30
年
３
月
か
ら
の
可
燃
性
ご
み

処
理
の
民
間
委
託
に
向
け
た
施
設
整
備

費
等
を
計
上
す
る
も
の
。

◦
観
光
施
設
魅
力
ア
ッ
プ
事
業

…

２
億
８
０
０
０
万
円

　

新
旭
風
車
村
に
お
け
る
企
業
誘
致
の

た
め
、
既
存
施
設
解
体
・
造
成
工
事
や

菅
沼
浄
化
整
備
工
事
を
行
う
も
の
。

◦
橋
梁
長
寿
命
化
事
業

…

１
億
１
９
６
４
万
円

　

詳
細
設
計
の
結
果
、
補
修
箇
所
の
増

加
に
よ
る
追
加
を
行
う
も
の
。

　

島
根
県
雲
南
市
に
て
「
地
域
自
主

組
織
」
を
テ
ー
マ
に
行
政
視
察
調
査

を
行
い
ま
し
た
。

　

雲
南
市
で
は
、
概
ね
小
学
校
区
域

単
位
で
「
地
域
自
主
組
織
」
が
設
立

さ
れ
て
お
り
、
小
規
模
な
が
ら
も

様
々
な
機
能
を
持
っ
た
こ
の
組
織
が

住
民
自
治
の
取
り
組
み
を
さ
れ
て
い

ま
す
。

　

自
治
会
や
消
防
団
、
Ｐ
Ｔ
Ａ
や
女

性
グ
ル
ー
プ
な
ど
様
々
な
人
・
組
織
・

団
体
が
構
成
員
と
な
り
、
防
災
や
買

い
物
支
援
、
子
ど
も
の
見

守
り
な
ど
地
域
の
課
題
を

解
決
す
る
た
め
に
住
民
自

ら
が
活
動
を
さ
れ
て
い
ま

す
。

　

こ
の
組
織
の
活
動
に

よ
っ
て
、
地
域
の
人
の
結

び
つ
き
が
強
く
な
り
、
自

分
た
ち
の
課
題
は
自
分
た

ち
で
解
決
す
る
意
識
が
向

上
す
る
な
ど
、
人
口
減
少

や
高
齢
化
社
会
に
対
応
し

た
持
続
可
能
な
仕
組
み
づ

く
り
で
あ
り
ま
し
た
。

　

当
市
で
も
限
界
集
落
が
増
加
し
、

自
治
会
活
動
の
存
続
に
苦
慮
し
て
お

ら
れ
る
集
落
が
あ
る
中
で
、
こ
の
よ

う
な
組
織
づ
く
り
も
ひ
と
つ
の
手
法

と
し
て
、
市
民
が
主
体
と
な
っ
た
ま

ち
づ
く
り
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
再

確
認
い
た
し
ま
し
た
。

そ
の
他
の
視
察
先

○
島
根
県
出
雲
市
「
シ
テ
ィ
プ
ロ

モ
ー
シ
ョ
ン
」
に
つ
い
て

◦
今
津
総
合
運
動
公
園
拡
張
事
業

…

３
２
４
０
万
円

　

今
津
総
合
運
動
公
園
に
隣
接
す
る
市
有

地
に
お
け
る
多
目
的
グ
ラ
ウ
ン
ド
へ
の
整

備
を
行
う
も
の
。

　

こ
の
ほ
か
６
議
案
を
含
む
付
託
さ
れ
た

７
議
案
は
「
可
決
す
べ
き
も
の
」
と
決
定

し
ま
し
た
。

可決
すべき

反
対

一
般
会
計
補
正
予
算

総
務
常
任
委
員
会

行
政
視
察
報
告
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歳
入
決
算
額
は
、
前
年
度
と
比
較
す
る

と
約
14
億
３
１
６
６
万
円
増
加
し
て
い
ま

す
。

　

主
な
要
因
と
し
て
は
、
自
主
財
源
に
お

い
て
、
若
者
定
住
促
進
住
宅
整
備
事
業
で

の
土
地
売
払
収
入
1
億
８
８
４
２
万
円
、

ふ
る
さ
と
納
税
約
４
億
９
０
０
万
円
な
ど

が
増
収
と
な
り
、
依
存
財
源
で
は
、
地
方

消
費
税
交
付
金
が
1
億
９
１
３
万
円
の
減

と
な
り
ま
し
た
が
、
投
資
的
経
費
の
伸
び

か
ら
、
国
庫
支
出
金
や
市
債
の
発
行
額
が

11
億
９
２
６
万
円
の
増
と
な
り
ま
し
た
。

　

ま
た
、
歳
出
決
算
額
は
、
昨
年
度
と

比
較
す
る
と
約
18
億
９
９
５
０
万
円
増

加
し
、
予
算
額
に
対
す
る
執
行
率
は
92
・

6
％
と
な
り
ま
し
た
。

　

主
だ
っ
た
も
の
を
目
的
別
に
前
年
と
比

較
す
る
と
、
水
道
事
業
会
計
貸
付
金
や
汚

泥
処
理
施
設
共
同
整
備
事
業
な
ど
に
よ
り

衛
生
費
が
約
5
億
８
８
０
０
万
円
、
小
中

学
校
の
大
規
模
改
造
や
空
調
整
備
、
社
会

体
育
施
設
天
井
等
落
下
防
止
対
策
に
係
る

工
事
費
に
よ
り
教
育
費
が
約
６
億
３
８
０

０
万
円
の
増
と
な
る
一
方
、
国
の
緊
急
経

済
対
策
交
付
金
を
活
用
し
た
プ
レ
ミ
ア
ム

付
地
域
通
貨
発
行
事
業
費
や
観
光
施
設
改

修
等
工
事
費
な
ど
の
減
に
よ
り
商
工
費
が

約
３
億
１
０
５
０
万
円
、
台
風
に
伴
う
災

害
復
旧
事
業
の
終
了
に
よ
り
災
害
復
旧
費

が
約
１
億
５
０
０
万
円
減
少
し
て
い
ま
す
。

　

決
算
審
査
に
当
た
っ
て
は
、
予
算
執
行

の
結
果
や
、
行
政
効
果
を
客
観
的
に
検
証

し
、
今
後
の
予
算
編
成
や
財
政
運
営
に
活

か
さ
れ
る
よ
う
審
査
を
行
い
ま
し
た
。

　

採
決
の
結
果
、
付
託
さ
れ
た
11
議
案

は
「
認
定
す
べ
き
も
の
」
と
決
定
し
ま
し

た
。 

28
年
度
一
般
会
計
決
算

決　算
特別委員会

委員長 秋永安次

委員会報告

認定
すべき

本会議での討論

今
城
克
啓

　

地
方
交
付
税
が
減
少
す
る

厳
し
い
財
政
状
況
の
中
で
、

財
政
の
健
全
化
を
図
り
な
が

ら
、
妊
娠
か
ら
子
育
て
ま
で

の
切
れ
目
な
い
支
援
や
安

全
・
安
心
な
暮
ら
し
の
た
め

の
イ
ン
フ
ラ
整
備
、
お
よ
び

高
島
の
魅
力
を
活
か
し
た
地

方
創
生
な
ど
に
取
り
組
ま
れ

た
。

福
井
節
子

　

公
共
施
設
を
有
料
化
し
、

時
間
厳
格
に
。
敬
老
祝
い
金
・

介
護
お
む
つ
支
援
・
障
が
い

者
扶
養
共
済
支
援
を
削
減
、

対
象
者
も
減
ら
し
負
担
を
強

い
た
。
市
民
の
公
有
財
産
運

用
に
企
業
誘
致
し
、
事
業
予

算
化
す
る
も
実
施
さ
れ
ず
。

企
業
誘
致
・
税
金
の
使
い
方

も
次
期
に
活
か
せ
。

平
成
28
年
度
高
島
市
一
般
会
計
歳
入
歳
出
決
算
の

認
定
に
つ
い
て

反
対

賛
成

歳入歳出決算状況 （単位：千円）

会　計 年　度 歳入決算額 歳出決算額 歳入歳出差引額

一般会計
平成 28 年度 30,445,101 29,546,530 898,571 

平成 27 年度 29,013,446 27,647,031 1,366,415 

特別会計
平成 28 年度 15,533,606 15,279,928 253,678 

平成 27 年度 15,490,577 15,384,083 106,494 

事業会計

（収益的収支
のみ記載）

水　道
平成 28 年度 1,161,329 1,023,148 138,181 

平成 27 年度 1,118,119 977,679 140,440 

病　院
平成 28 年度 4,803,351 5,099,457 -296,106 

平成 27 年度 4,617,862 4,979,674 -361,812 

介護老人
保健施設
（陽光の里）

平成 28 年度 459,077 458,032 1,045 

平成 27 年度 457,760 456,967 793 

健全化判断比率の状況

平成
24年度

平成
25年度

平成
26年度

平成
27年度

平成
28年度

県内市町
平均（H27)

早期健全
化基準

実質赤字比率
（一般会計を中心と
した赤字の割合）

赤字なし 赤字なし 赤字なし 赤字なし 赤字なし 赤字なし 12.61%

連結実質赤字比率
（全ての会計の赤字
の割合）

赤字なし 赤字なし 赤字なし 赤字なし 赤字なし 赤字なし 17.61%

実質公債費比率
（年間の借金返済額
の割合）

14.4% 13.4% 12.1% 11.3% 10.9% 7.9% 25.0%

将来負担比率
（将来負担が見込ま
れる負債の割合）

147.0% 113.6% 90.7% 72.0% 54.5% 14.5% 350.0%

◆健全化判断比率とは…自治体の財政状況を早期に把握し、破たんを防
ぐことをねらいとして制定されたものです。
※この基準を超えると、財政再建のための計画をつくり、立て直しに取り組む必要
があります。

危険信号

梅
村
勝
久

　

決
算
内
容
か
ら
は
総
じ
て

安
定
し
た
経
営
が
う
か
が
え

る
。
課
題
の
施
設
・
管
路
の

整
備
も
計
画
的
に
行
わ
れ
て

い
る
。
安
曇
川
ポ
ン
プ
設
備

更
新
・
配
水
管
布
設
も
老
朽

化
に
よ
る
更
新
に
加
え
、
企

業
誘
致
の
課
題
に
応
え
る
も

の
で
当
然
に
必
要
と
判
断
す

る
。

森
脇　

徹

　

水
道
料
金
を
22
％
引
上
げ

て
２
年
目
の
決
算
。
安
曇
川

地
域
で
、
市
か
ら
５
７
５
７

万
円
借
入
れ
て
の
ホ
テ
ル
進

出
に
伴
う
１
億
２
０
０
０
万

円
改
修
工
事
が
上
水
決
算
と

今
後
を
不
安
定
に
し
て
い

る
。
ホ
テ
ル
関
連
工
事
は
、

ホ
テ
ル
負
担
に
す
べ
き
で

あ
っ
た
。

平
成
28
年
度
高
島
市
水
道
事
業
決
算
の
認
定
に
つ
い
て

反
対

賛
成


